
 

様式第１号（第５条関係） 

 



 

 

定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(イ) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

(ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

(エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

ウ 以下の場合には、佐賀県さが暮らしスタート支援事業実施要領及び基山町さが暮

らしスタート支援事業に係る移住支援金交付要綱に基づき、移住支援金の全額又は

半額を返還します。 

(ア) 移住支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場

合：全額 

(イ) 移住支援金の申請日から３年未満に基山町以外の市区町村に転出した場

合：全額 

(ウ) 移住支援金の申請日から１年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し

た場合：全額 

(エ) 地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合：全額 

(オ) 移住支援金の申請日から１年以内に承継した事業を廃止した場合：全額 

(カ) 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後１年以内に農

林漁業に就業しなかった場合、又は農林漁業に就業後１年以上継続しなかった場

合：全額 

(キ) 伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後１年以内に

伝統工芸等に就業又は開業しなかった場合、伝統工芸等へ就業又は開業後１年以

上継続しなかった場合：全額 

(ク) 移住支援金の申請日から３年以上５年以内に基山町以外の市区町村に転出

した場合：半額 

(２)  佐賀県及び基山町さが暮らしスタート支援事業に係る個人情報の取扱いに関し、

佐賀県及び基山町が、佐賀県及び基山町さが暮らしスタート支援事業の実施に際し

て得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の規定に基づき適切に管

理し、本事業の実施のために利用し、当該個人情報について、支援事業の円滑な実

施のため他の市区町村に提供し、又は確認することに同意します。 

(３)  申請日から５年以上継続して、基山町に居住し、かつ、就業・起業等する意思が

あります。 



 

 

(４)  （就業の場合のみ）就業先の法人の代表者又は取締役などの経営を担う者との関

係は３親等内の親族に該当しません。 

(５) 事業引継ぎ奨励金交付要領に基づく移住加算奨励金の申請の意思はありません。

 

 署名             

 

※署名がない場合は、移住支援金の支給対象となりません。 

 

４ 移住元の住所 

住 所 

〒 

 

 

 

５ 添付書類 

 (１) 本人確認書類（運転免許証、パスポート、個人番号カードのいずれか）の写し 

(２) 移住後の住民票の謄本 

(３) 移住元の住民票の除票、戸籍の附票又はその他の移住元での在住地及び在住期間

を確認できる書類（２人以上の世帯の申請をする場合は、申請者を含む世帯員全員分）

(４) 要綱別表第３に掲げる証明書類等 

(５) 町税の滞納がないことを証する書類 

(６) その他町長が必要と認める書類 


